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暮らし ・住まい ・環境

６ ２ １５

　解決できます！一人で悩まず相談を！

　都と連携して「多重債務１１０番」を実施します。

　債務問題は、ひとりで悩まず、早めに相談することが大切です。

日時　３月５日（火）　午後１時～４時　　会場　市役所６階６０１会議室

相談員　弁護士　　相談時間　１人３０分　　定員　先着６人（予約制）

申し込み　 電話で市民安全課市民相談係へ

無料特別相談 ｢多重債務１１０番 ｣

女性に対する犯罪被害防止講習会税理士による個別無料相談会

問 市民安全課市民安全係

借金返済でお困りの方へ

　「ちょこっと共済」は、東京都の全市町

村の住民の皆さんが会費を出し合い、交通

事故（人身）によるけがでの入院や通院日

数に応じて、見舞金を受けられる助け合い

の制度です。

受 付期間・場所・時間　表１参照

休日受付 表２参照

交通災害共済「ちょこっと共済」に加入を

問 交通政策課管理係

インターネット加入がおすすめ！

表１　受付期間・場所・時間

受付期間 受付場所 受付時間

３月１日～
４月３０日

市役所１階ロビー
午前９時３０分～
午後４時３０分

３月１日～

市内の金融機関（ゆうちょ銀行を除く）

きらぼし銀行、みずほ銀行
青梅信用金庫、西武信用金庫
飯能信用金庫、西東京農業協同組合
りそな銀行、東京厚生信用組合

各金融機関の営業時間

梅郷出張所、沢井出張所、小曾木出張所、
成木出張所 午前８時３０分～

午後５時
市役所５階交通政策課

受付日 時間 会場

３月３日（日）
午前１０時～午後３時
※ 正午～午後１時を除く

Ｓ＆Ｄたまぐーセンター、大門市民セン
ター、河辺市民センター

３月１０日（日）
長淵市民センター、東青梅市民センター、
新町市民センター、今井市民センター

表２　休日受付

　４年ぶりに第八支会市民運動会を、令和５年１０月に四小で開催しました。

　子どもから高齢者まで誰でも参加できて楽しめる運動会にするため、令和４年

の下半期から自治会三役、体育参与、体育振興会正副会長およびスポーツ推進委

員で構成するプロジェクトチームを発足し、会議を１０回近く重ねました。会議

では、運営の簡素化や自治会対抗の競技の廃止、安全面なども考慮し、参加賞も

大幅に見直し、競技へ参加した方、勝利したチームなどにポイント制のコインを

配布し、ポイント毎に賞品を交換できる方式に改めました。

　その中でも大きな目玉賞品は、第八支会管内の店舗で利用できる「管内共通お

買物券」です。金券として使用でき、管内１０店舗の協力がありました。今まで

利用したことのないお店に足を運んでもらうなど、地域振興の発展と支援を目的

に行いました。

第八支会市民運動会

青梅市自治会連合会第８支会長　高橋　誠

自治会活動紹介コーナー１０３

問　市民活動推進課地域支援係

「無料で給湯器の点検をします」

という不審な電話に注意！

消費者相談室から３４８

　「給湯器の点検に行く」などと言って、訪問の約束を取

り付ける電話が、市内で多数確認されています。訪問を許

してしまうと、「工事しないと大変なことになる」などと

不安をあおって勧誘してくることがあるため、十分に注意

してください。

▷ 知らない業者から「給湯器を点検します」などと連絡が

あった場合は、事業者名と点検理由をしっかり確認し、

慎重に対応しましょう。

▷ 工事を勧められても、その場ですぐに契約せずに、家族

や身近な人に相談し、複数の事業者から見積りをとって、

工事内容や金額等を十分検討しましょう。

（東京都消費生活総合センター発表情報より作成）

消費者相談室　☎２２－６０００（相談専用）

相談日時　 月～金曜日（祝日、年末年始を除く）午前１０

時～正午、午後１時～４時（毎月第２・４火曜

日は午後６時まで受付）

問 市民安全課市民相談係

　迎えた運動会当日ですが、爽やかな秋晴

れのもと、競技もスケジュール通りに進行

できました。昼休みには、ニュースポーツ

の「アルティメット」のデモンストレーショ

ンも行い、盛り上がりました。

加 入できる方 市内に住民登録をしている方

共 済期間 ４月１日～令和７年３月３１日

会費（ひとり年額） Ａコース…１，０００円、Ｂコース…５００円

日時　３月８日（金）　午後２時～３時

会場　市役所２階２０４会議室　　対象　市内在住・在勤・在学の女性

内容　 ＤＶ、痴漢、ストーカー、盗撮等の被害防止に向けて、注意す

べき事項、被害防止のポイントおよび被害を受けた際の相談・

連絡先等について

講師　（特非）ライフライツインパクト東京代表　森山奈央美氏

定員　先着４０人（予約制）　　持ち物　筆記用具

申し込み　 電話で市民安全課市民相談係へ

　税の専門家である税理士が皆さんの相談を個別に受け付けます。

日時　３月１日（金）　午後１時３０分～４時３０分

会場　東京税理士会青梅支部５階会議室（東青梅１－７－７清水本社ビル）

対象　西多摩地域在住の方　　相談時間　１人３０分

定員　先着６人（予約制）

申し込み　 電話☎２３－２３３１で東京税理士会青梅支部（月～金曜日

の午前１０時～午後４時）へ

加 入方法

　申込書 ( 各家庭に配布および受付場所に設置）またはイ

ンターネットで申し込み

※共済見舞金等の詳細はホームページ（２次元コード参照）

宝くじ助成（コミュニティ助成事業）で地域づくり

　（一財）自治総合センターでは、宝くじの社会貢献広報事業として、

地域のコミュニティ活動の健全な発展を図ることを目的に、コミュニ

ティ助成事業を行っています。

 今年度、市ではこの助成金を活用し、青梅市自

治会連合会第１１支会内の各自治会へテーブル、

椅子、空気清浄機等の備品整備を行いました。

フィーチャーフォンＰＣ・スマホ

友達登録は
こちらから


